
てつどうてい

軽量能を発障できない。そこで鉄道の有機的総合的財i涯を動産不

動Eと とも一指 して鉄道財団を組成して，これを担保として借入

資金導入の途をひらいたものである。民法の担保物権の例外で

ある。

鉄道財団は 1 個の物とみなされ(法第 2 条) ， 鉄道財聞の範囲

はその財団の所有者に隠する鉄道線路，その他の鉄道用地およ

びその上に存する工作物， ならびにこれに民する日器具機械，車

両等をも っ て附成され(法第 3 条)，所有権， 抵当権以外の物権

または差押， 仮差計1 1 も しくは仮処分の目的とする こと はできな

い(法第 4 条第 1 項)。鉄道財団組成の際，同財団に属すべきも

ののうちに， 所有権 (財団所有者の) 以外の物権または差押，

仮差事11，もしくは仮処分の目的となっているものがあったとき ，

または鉄道財閥に属すべき不動産が登記済の 111M，'権の目的とな

っていた ときは鉄道財団を設定できない(法第 4 条第 2 項)。

改正法に よれば既設定鉄道財団の存続する過程において同財

聞の (ア) 鉱張， (イ)分割， (劫 合併の 3 制度が財団としての

独立が]性始から，また債権者とfl'(務者たる鉄道との双方の利益

や!fï~督官庁の抵当事務の能率化等から新たに慌倍官庁の認可の

もとに設けられた。

(7) 鉄道財団の拡狼 既設の鉄道財団に属する ~9、道線路の延

長に伴い， 当該新総所属設備を既設鉄道財団中に編入(鉱~長)す

ることである。これは従来事行総所属財団を旧財団と別 I聞に切り

離して抵当権を設定してきたものであるが，別(1.1 のがf財団につ

レては， その抵当権の笑行の際， 当該財団ïfr I'J;線路が独立経営す

るに足る収益を得る可能性にとぼしい場合，その抵当権の突行

の際における競落人の不利な立場等を考慮したからである(法

第 1 3 条ノ 2 )。

(イ ) 鉄道財団の分告1) 既設定の鉄道財団を分制することであ

る 。 既設定の鉄道財 団1について相当制の弁済があれば， これに

伴 ってその担保価値は駒大する。このような状態においてさら

にその日オ国在担保と して融資を受けるためには新債権者は既優

先依権者より劣位の抵当権者となるわけて'ある。このような場

合， 既設の財団を7J1)flhlの財団に分告1) してこれに対して第 1 順位

の抵当権を設定すれば融資を受けることがもっ と 容易になるた

め上記の分割を行うのである。ただしこれに伴って既往の債権

者の権利を侵容する こ とはできなし 、からその承諾を要すること

とされる(法第 1 3 条ノ 3 )。

(扮鉄道財団の合併 既設定の数側の財団をまとめて l 簡の

財団とするこ と である。従来同ーの債権の担保として数日nlの財

団が共同姐保となっているこ とから登録事務，低当原簿の勝抄

本の作成I)j:務手続上大変なす'1力と手数を要したのであるが， そ

れら の不使を除くため設けられたのが本制度である(法第 13 条

/ 4) 。ただし ①競売手続の IJf'I始または強制管理!の開始の

決定があ ったとき ② 合併しよう とする財団のう ち 2 箇以上

の財団が抵当権の目的であるときは上司の合併は認められない

(法第 1 3 条 /4) 。

イ 手続

鉄道抵当権の設定または変吏は慌督官庁(巡輸大臣)の認可

を必裂とする(法第 5 条)。

設定者は地方鉄道株式会社であることを裂し， 鉄道抵当権を

設定する範聞は， 財団の全部または一部て・ある。一郎というの

は，鉄道線路として独立の磁をなしている区間の意味であ っ て ，

総括的な財産の一部というな味ではない。

低当権の認可を申詐iするには，位当罰Eflf (犯{刷、1 社債を発行

する場合には信託証諮)および鉄道財団 目録を差出すことを裂

し， かつ低当証書には ①鉄道財団に属する線路の表示 ② 

紙当権者 ・ ßl務者ーお よ び鉄道財団の所有者の名称および住所

③ 抵当権の順位 @ 依権制および償還方法ならびに期限

⑤ 手1)率および利}~、支払の方法ならびにJUJ限を記載しなければ

ならない。なお抵当証i!r- または信託証書の記獄事項の変更は，

~~督官庁の認可がなければその効力を生じない(法第 7 条第 3

項)。抵当権設定認可申請に際し添付すべき書類は，鉄道抵当法

施行規則第 2 条に渇げられ， 同規則第 1 条で低当負債を要する

事由を記載して会社の取締役が署名押印して認可申請部を提出

する。

認可申請があった際は， !liii. t't育庁は鉄道財閥に隠すべきもの

について財団組成の公告をする。 この公告は当該財団に鼠すべ

き財産について，所有権以外の物権または差押， 仮差抑もし く

は仮処分等の村E利者が権利申出のために設けられたものであっ

て 1 筒月を下ることはできない(法第 8 条第 1 項) 。 営通 1 箇月

の期間がj，j~nJされる。たどし例外として， 抵当権の認可申詐j以

前において，あらかじめl羽田1組成の公告を前記の方法で会社の

申請に :Þ品、て認めている。この上場合公告ののち 6 箇月以内広抵

当権の設定認可の申請がなければその公告は効力を失う。

ウ認可

以上のような手続を経て認可があれば，鉄道財団と して第 3

条に掲げた資産は当然欽道財団に民 し(法第 11 条第 l 項)鉄道

低当権の設定は効力を生ずる。 ただし，被認可者たる鉄道会社

は認可があっ てのち 2 箇月以内にその抵当権設定~録の申郊を

しなければならない。もしその申請をしなければ，抵当権設定

の認可は効力を失う (法第 13 条)。

エ 登録

鉄道抵当権の得~変更または鉄道財閥の所有mの移転は， 登

録をなすにあらざればこれをも って第三者に対抗することをえ

ず と 定め られ (法 ~(-q5 条)，この登録宵庁は巡輸省鉄道政俗局で

ある。一般の護録事務は法務局の管絡であるのに， 鉄道財団を

担保とする抵当権に|到す る主主主主を巡輸省の所管としたことは，

鉄道の機能が直接公共的利害を伴なう 特殊の立場にあるからで

ある。

上記の登録申請には抵当権の設定に傑lする証書を添付する。

上記のとおり ， 抵当権の設定認可があ ってのち，その抵当権

の登録を申青青する J!!)聞は 2 箇月間と定められてお り ， 鉄道財団

の登録も抵当権の設定登録 と 同時に併せて行われる こととな っ

ていたが， 改正法に よ って，従来の鉄道抵当権と鉄道財団の同

11寺主主録の j)~)皮を改め， この 2 つの登録を分離して鉱当柿gの設定

認可があれば，抵当権の設定登録の申訴を待たず， 政省官庁は

その職権にもとづき鉄道財団成立の登録を直ちに行い， 上記登

録猶予期間内に未~鍛鉄道財団の不知にもとづく第三者の損傍

を防止することになった (法第 28 条ノ 2 )。

鉄道財団に関する笠録は監督官庁(巡輸省)に備付けられた

鉄道抵当原符についてこれをなすものであり，この原簿は l 個

の鉄道財団について 1 用紙を設ける こ とと されている。

|司ーの鉄道財団をも って数 ít.lの債権を担保するため， 低当権

を設定したときの低当権の!順位は， 登録の前後によることと な

る。

鉄道抵当原告草の記載機式は，鉄道猛当法施行規)jl)第 9 条に も

とづいて様式が定められている。

鉄道鉱当 l京簿に登録を完了したときは， 抵当権設定の場合に

は， 主主当証詰または信託証書に登録番号 ， 申請書受付 の年月日 ，

受付番号 および主主録済の旨を記lllí:し， 官印を押印してこれを均

読者に並立付する 。

なお鉄道低当原告Eに鉄道財団成立の登録をしたときは， 鉄道




